
仕 様 書 

 

１ 件 名 

  健やか未来都市ちばプラン最終評価報告書作成業務委託 

 

２ 委託期間 

  契約締結日から令和 5 年 3 月 25 日まで 

 

３ 目的 

本業務は、千葉市（以下、「市」と言う。）が平成 25 年度に策定した「健やか未来都市ちばプ

ラン」（以下、「プラン」と言う。）について、最終評価報告書の作成を行うものである。 

受託者は、報告書の作成にあたり、令和４年度に市が行った関連調査の結果はもとより、国

（厚生労働省）及び千葉県が実施した「健康日本 21（第二次）」及び「健康ちば 21（第 2 次）」

に係る調査及び評価等の結果・動向を踏まえ、市と協議し、適宜グラフ等を用いて時系列比較

を行うとともに、多角的な分析・考察を行い、全市的な特徴・現状及び課題等をまとめた「（仮

称）健やか未来都市ちばプラン最終報告書」（以下、「報告書」と言う。）を作成の上、完成した

報告書を印刷・製本し、市に納品する。 

なお、報告書の作成にあたっては、プランの趣旨を理解したうえで、市の意向に沿ったもの

とすることとし、構成については別紙目次案を基本とする。 

 

４ 委託の範囲 

（１）報告書の作成 

ア 版  型 A4 縦版 

イ ページ数 90 ページ程度 

ウ 校正回数 市が校了とするまで行うものとする（８回程度を予定） 

エ デザイン 受託者が別紙目次案の構成を基本に提案し、市が決定する。 

オ 市が受託者に提供する情報 

市は、本業務委託の実施に当たり、受託者に以下の情報を提供する。 

 （ア）プラン上の健康目標に係る計画策定時のベースライン値、中間評価値及び最終評価

用の最新値並びに最終評価値に係る評価（５段階程度を予定）。 

 （イ）プランの計画期間中に実施した市の関連事業に係る実績、評価及び今後における取

組の方向性 

 （ウ）その他、受託者が必要とする情報であって、報告書案の調製に当たり必要であると

市が認めるもの。（但し、インターネット上等で公開されており、受託者が自ら取得可

能と認められるものを除く） 

 

 



（２）報告書の印刷・製本 

受託者は、市が了承した原稿により、以下の報告書を印刷及び製本し、納品するものとす

る。なお、印刷部数は「５ 成果物」に記載のとおりとする。 

ア 報告書（案）の一次納品（附属機関提出用） 

（ア）版  型 A4 縦版 

（イ）紙  質 表紙 上質紙 44.5kg 相当 

         本文 上質紙 44.5kg 相当 

（ウ）ページ数 90 ページ程度 

（エ）印刷方法 オフセット、オンデマンド又は市販の各種プリンタによる印刷 

（オ）色  数 モノクロ印刷 

（カ）製本方法 ホチキスどめ（左端２箇所） 

イ 報告書の最終納品 

（ア）版  型 A4 縦版 

（イ）紙  質 表紙 上質紙 93.5kg 相当 

         本文 上質紙 44.5kg 相当 

（ウ）ページ数 90 ページ程度 

（エ）印刷方法 オフセット印刷又はオンデマンド印刷 

（オ）色  数 モノクロ印刷 

（カ）製本方法 背文字入り 無線綴じ 

 

５ 成果物 

以下のとおり報告書及び報告書（案）を納品するものとする。 

期日 
媒体 

区分 
仕様 納品方法 数量 

1 月

下旬

※1 

冊子① 
報告書（案） 

４(２)アに記載のとおり 
10 部毎に分けて包装 100 部 

業務

完了

まで 

電 子 

データ 

報告書（完成版） 

Microsoft®Word 形式（※2） 

及び PDF 形式 

ウイルスチェック済みの磁

気ディスク（CD-R 又は

DVD-R）に格納 

１枚 

冊子② 
報告書（完成版） 

４(２)イに記載のとおり 
25 部毎に分けて包装 300 部 

※1 具体的な期日は、契約後において別途市が指定する 

※2 市の職員用端末にインストールされたソフトウェア（Microsoft®Word2019）において表

示上の互換性が保たれたものとすること。また本文中にグラフ等の貼付けを行う場合は、

Microsoft®Excel 形式で作成された当該グラフの元データを含めること。 

 

 



６ 留意事項 

（１）内容が不適切と思われる成果品（単に数値を羅列し、分析・考察を含まない報告書等）に

ついては、再提出を求める場合がある。 

（２）成果品の所有権は市に帰属し、受託者は、これを無断で加工、複製又は使用してはならな

い。 

（３）その他、仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合には、市と受託者における協

議により決定するものとする。 

（４）受託者は、本委託に関する責任者を選任し、その進捗状況を管理するとともに、市の求め

に応じ、作業の予定及び進捗状況の報告を行うものとする。 

（５）受託者は、本委託の実施にあたり、必要に応じて市の検査請求に応じなければならない。

また、仕様書との不一致及び作業の不履行等が発見された場合は、検査終了後であっても市

と協議し、受託者は無償で是正措置を行うこと。 

 

 

[参考] 報告書作成に係るスケジュール（予定） 

 

令和４年 7 月下旬 契約締結 

 9 月中旬 原稿データ（初稿）の納品、校正①② 

 9 月下旬～10 月下旬 市内部における素案の内容検討 

 11 月上旬 原稿データ（２稿）の納品、校正③④ 

 11 月中旬～12 月下旬 市内部における素案の内容検討 

令和５年 1 月 原稿データ（３稿）の納品、校正⑤⑥ 

 1 月中旬 原稿データ（４稿）及び冊子（100 部）の一次納品 

 2 月上旬 市附属機関への報告、校正⑦⑧ 

 3 月下旬 成果物の最終納品 

 

  



  



別紙 健やか未来都市ちばプラン最終評価報告書 目次（案） 

 

Ⅰ 総論 

１ 「健やか未来都市ちばプラン」最終評価の趣旨 

（１）「健やか未来都市ちばプラン」の概要 

①計画策定の背景と目的 

②計画の位置づけ 

③計画の期間 

④計画の目標 

（２）「健やか未来都市ちばプラン」を取り巻く社会情勢の変化 

①国の動向 

②千葉県の動向 

（３）「健やか未来都市ちばプラン」に関連する本市の計画などの状況 

（４）「健やか未来都市ちばプラン」最終評価の目的と方法 

①最終評価の目的 

②最終評価の方法 

２ 「健やか未来都市ちばプラン」の健康目標の達成状況 

（１）健康寿命・重点項目の評価 

（２）健康目標の全般的な評価 

 

Ⅱ 各論 

第１章 健康寿命の延伸と健康格差の縮小 

第２章 生活習慣病の発症・重症化予防の徹底 

１ がん 

２ 循環器疾病 

３ 糖尿病 

４ COPD（慢性閉塞性肺疾患） 

第３章 社会生活に必要な機能の維持・向上 

１ こころの健康 

２ 次世代の健康 

（１）思春期 

（２）妊娠・出産・不妊 

（３）小児保健医療 

（４）育児不安 

３ 高齢者の健康 

第４章 健康を支え、守るための社会環境の整備 

１ 地域の絆による社会づくり 



第５章 生活習慣及び社会環境の改善 

１ 栄養・食生活 

２ 身体活動・運動 

３ 休養 

４ 飲酒 

５ 喫煙 

６ 歯・口腔の健康 

 

Ⅲ 総括 

１ 最終評価の総括 

（１）現状 

（２）国内外の健康づくりに関する動向 

（３）その他（市民の健康意識の変容、新型コロナウイルスの影響等） 

（４）評価の総括 

２ 今後の取組に向けての課題 

 

付録 

最終評価 出典一覧 

 

 


